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Ⅰ はじめに

2002 年に IASB と FASB が IFRS と米国会計基準とのコンバージェンスに取り組むことを

正式に公表したノーウォーク合意
1
からすでに 10 年以上経過している。この 10 年で両基準の

間の大きな差異はなくなったとことは間違いない。また、ASBJ が IASB と現在の IFRS と日

本基準の差異をなくすよう合意したいわゆる東京合意からも、すでに６年が経過し、両基準の

間の大きな差異もなくなった。もちろん両基準がほぼ同じになったというわけではないが、大

きな差異がなくなったという点では、コンバージェンスプログラムという会計基準グローバル

化の動きは最終段階にきているといえるのかもしれない。だが、ここへきて会計基準グローバ

ル化の動きは足踏みしているように感じられる。

世界的な観点からみた場合、IFRS 採用が国際的潮流となった今日では、多くの関係者は

IASB の公開草案や今後のプログラムに関心はあるものの、IASB に対して何らかの提言をす

ることは決して多くはなくなった。そのような中、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会

（Institute of Chartered Accounting in England and Wales：ICAEW）は 2012 年 12 月に IASB

に対する提言を盛り込んだ「IFRS の将来」と題する報告書を公表した
2
。報告書の基本的立場

は IFRS を支持するものであるが、現在の一連の IFRS は完璧というにはほど遠く、ある面で

は複雑すぎるし、あるものは米国とのコンバージェンスを急ぐあまり妥協の産物となっている

と評価し、米国会計基準とのコンバージェンスを続けてもこれ以上進展することはないという

考え方を表している。

「IFRS の将来」では、IFRS が地球全体に浸透しつつあるとしながらも、すべてがバラ色では

なく、金融資産やリースなどの主要なコンバージェンス・プロジェクトが行き詰って、会計基

準グローバル化の勢いは失われ、米国や日本など経済大国が IFRS 導入を躊躇しているとする。

そして、もはやコンバージェンス・プロジェクトをだらだらと続ける意義はなく、数年ではな

く数か月のうちに終了すべきであるとしている。

「IFRS の将来」が指摘するように、IFRS と米国会計基準とのコンバージェンスを続けても

これ以上進展することはあまり期待できないのかもしれない。もちろん、IASB も FASBも現

在進行中のアジェンダを粛々と進めていくことは間違いない。だがそれでも米国は IFRS の採

用に踏み切るとは思われない。

「IFRS の将来」は、IASB は米国と緊密な関係を保ち続けなければならないとしながらも、

― 25 ―

愛知淑徳大学論集 ―ビジネス学部・ビジネス研究科篇― 第 10号



米国の基準と調和するように提案された修正案や既存の規定は、IFRS の財務報告にとって著

しい改善となるものでない限り正当化されるものではないとして、米国基準との妥協を戒め、

今や、IASB は正式に IFRS を採用している 100 を超える地域のニーズに耳を傾け、最終的な

IFRS のフルアドプションに向けて自国基準を IFRS に近づけようとしている国々を支援すべ

きときに来ていると主張する。

一方、日本は米国が IFRS 採用の決定を先延ばししたのをみて、IFRS の採用決定を延期する

とともに、やめる予定としていた SEC基準の容認を継続することとした。IFRS を採用する日

本企業はわずかでしかなく、SEC基準を採用する企業のほうがまだ多いという状態である。と

ころが、2013年に入り、日本では IFRS使用企業を急増させる手段をとることとなった。IFRS

が優れているからとか、グローバル化を進めたいからとかいう理由ではない。単に、IFRS財

団のポストを維持するためである。

それでよいのだろうかというのがここでの疑問である。IFRS の真のグローバル化は日米両

国が先延ばしする結果となっている。会計基準グローバル化の動きは減速しているといえる

が、日本はどのように対処すべきなのであろうか。IFRS財団と米国の動向を踏まえながら検

討してみたい。

Ⅱ IFRS財団の近年の動向

当然のことではあるが、IFRS財団は座したまま、グローバル基準の地位が固まるのを待っ

ていたわけではない。IFRS の採用を表明していない国に対し、ときには歩み寄りをみせ、と

きにはゆさぶりをかけてきた。

IFRS財団の使命は、自ら述べているように「明確に規定された原則の下で、高品質で、理解

可能、かつ法による執行可能な国際的に認められた報告基準の単一のセットを開発すること」

であり、それ以上でもそれ以下でもない。さまざまなルートを通じて多くの企業や組織から資

金を集めているという点で、その使命を果たす義務を負ってはいる。では、IFRS財団は IFRS

を世界中に広める義務まで負っているのであろうか。よい会計基準を開発すれば、誰もが利用

できるのであるから、IFRS を受け入れていない地域に対して、IFRS を受け入れさせるような

活動を殊更に行う必要はないのかもしれない。とはいえ、IFRS による財務報告が世界中の市

場で受け入れられるのでなれば、IFRS の存在意義が問われることになるので、IFRS財団は

IFRS を世界中に広める義務も負っていると解すべきであろう。

そうであるならば、世界経済にとって大きなウェイトを占める国が IFRS による財務報告を

基本としていないということなどあってはならないことなのかもしれない。そうであるからこ

そ、IFRS財団は FASB とのコンバージェンスを重要視してきたし、日本にもアプローチして

きたわけである。

2005年の EUにおける IFRS の強制適用を機に、IFRS は有力な世界的会計基準となったの

であるが、IASBは当初、いわゆるノーウォーク合意に基づき、もう一つの有力な世界的会計基
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準を擁する米国とのコンバージェンスに力を入れていた。当然の流れとして、いずれは米国も

IFRS を強制適用するとみられていた。また、同時に多くの国が次々と IFRS の採用を表明し

ていき、短期間のうち IFRS はグローバルスタンダードの地位にのし上がったのであった。

IFRS財団は米国とのコンバージェンスだけでなく、IFRS に普及のためいくつかの手を打っ

ている。その一つはサテライトオフィス
3
の設置である。サテライトオフィスの設置計画は

2008年に議論が開始されたのであるが、その背景には欧州以外の地域における IFRS とのコン

バージェンスの加速とアドプションに向けた相次ぐロードマップの公表があったという
4
。

2008年といえば、東京合意の翌年である。前年の 2007年８月に、ASBJ と IASB は、主に日本

の会計基準を改正し、2011 年６月 30 日までに日本基準と IFRS との主要な差異を解消するこ

とで合意している。したがって、アジア・オセアニアオフィスの設置計画は、必ずしも IFRS

の採用を明確にしていない日本をターゲットとしたものであったとは考えにくい。

日本がアジア・オセアニアオフィスの誘致を表明した 2010 年５月の時点では、IFRS がやが

て強制適用になるであろうという見方が支配的であった。前年の６月に金融庁が IFRS による

財務諸表作成容認の方針を打ち出し、一定の要件を満たす企業に対し 2010 年３月期の年度か

ら国際会計基準による連結財務諸表の作成を容認することとしていた。そして、2012 年を目途

に IFRS の強制適用について判断するとし、強制適用を決定した場合には少なくとも３年の準

備期間を用意し、早ければ 2015年または 2016年に強制適用を開始し、同時に、それまで認め

ていた米国基準による財務諸表の提出は 2016年３月期をもって打ち切ることとしていた
5
。

だが、そのころすでに状況は変わり始めていた。その年の２月に、すでに IFRS の強制適用

について言及していた米国 SEC は、IFRS強制適用のスケジュールの見直しを示唆した
6
。米

国が IFRS強制適用の延期を表明すると、その流れは日本にも波及し、翌 2011 年６月には、当

時の金融担当大臣が、IFRS の適用の方針について「少なくとも 2015年３月期についての強制

適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から５∼７年程度の十分な準

備期間の設定を行うこと、2016年３月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限

を撤廃し、引き続き使用可能とする」との見解を表明したのであった
7
。

この発言により、日本での IFRS 導入議論は徐々に沈静化していったように思われる。アジ

ア・オセアニアオフィスの設置が具体化したのはそのころであった。アジア・オセアニアオフィ

スの誘致には中国とシンガポールも名乗りを上げていたのであるが、2010 年 10 月にソウルで

行われた IFRS財団トラスティー会議において、IFRS財団のアジア・オセアニアオフィスを東

京に設置することが仮決定された。そして、翌 2011 年２月に東京で行われた IFRS財団トラ

スティー会議で東京に開設することが正式に決定となった。

アジア・オセアニア地区における関係諸団体との関係強化を図るというサテライトオフィス

設置の目的からすればどこでもよかったのかもしれないが、東京に開設したのには、日本に対

する何らかのメッセージを含んだものであったとも推測しうる。もちろん、それはたんなる憶

測にすぎないのであるが、この決定は日本の IFRS への取り組み方に影響を与えるものである

と思う。IFRS財団の戦略という点からみれば、IFRS は主にヨーロッパの基準というイメージ
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を払拭するよい試みであるといえよう。

IFRS財団が本格的に次の段階への手を打ったといえるのは、ガバナンス改革を始めたとき

かもしれない。2009年４月に IFRS財団は組織のアカウンタビリティを高めることを目的と

してモニタリング・ボードを設置したが、このことは戦略的に大きな意味があったといえる。

というのも、モニタリング・ボードのメンバーは、IOSCO新興市場委員会議長、IOSCO専門委

員会議長、金融庁長官、EC域内市場・サービス担当委員、米国 SEC委員長という日米欧等の

証券当局５名で構成されるものとしたからである。わずか５名のポストであるから、その責任

は極めて重い。その数少ない委員を金融庁と SEC が務めている以上、日本も米国もグローバ

ル基準として IFRS を支援する、今まで以上に大きな責務を負うことになる。

モニタリング・ボードは、ガバナンス改革を 2010 年４月に開始したが、2010 年７月には、

IFRS財団見直しのためのワーキング・グループを設立し、モニタリング・ボードのメンバー構

成を含めた、IFRS財団の全体的なガバナンスの構造に焦点を当てて検討を実施することとし

た。ワーキング・グループは金融庁の河野正道国際政策統括官を議長に、Ethiopis Tafara

（SEC）、Pierre Delsaux（EC）、StevenMaijoor（IOSCO専門委員会）、Zarinah Anwar（IOSCO

新興市場委員会）によって構成されることとなった。

そして 2012 年２月にモニタリング・ボードは、同時期に IFRS財団の将来戦略の方向性の見

直しについて検討していた IFRS財団評議員会と共同で、それぞれが実施していた IFRS財団

のガバナンス改革と戦略見直しについての結論として IFRS財団のガバナンス改革に関する最

終報告書を公表した
8
。そして、それを踏まえ、2013年３月１日に、モニタリング・ボードのメ

ンバーの適格要件およびその評価アプローチについて合意が形成されたことを発表した
9
。そ

の中で、モニタリング・ボードのメンバーになるか、メンバーであり続けるためには、国内で

の「IFRS の使用」と「IFRS財団への資金拠出」が求められるとされたのである。後述するが、

このことは日本にとって大きな影響をあたえることになる。というのも、日本は IFRS を使用

していないと認められた場合には、モニタリング・ボードのメンバーの地位を失うことになる

からである。

さらに IFRS財団が日本に影響を与える提案をしている。それは会計基準アドバイザリー・

フォーラム（ASAF）の設置である。ASAFは 2011 年に行われた IFRS財団の評議員会による

戦略レビューにおいて設置の検討が行われ、2012 年 11 月にその創設が正式に提案されたもの

である
10
。その主な目的は、IASBに対して技術的な助言とフィードバックを提供することとさ

れている。IFRS財団の報告書では、IFRS財団及び IASB は、国際的な基準設定プロセスの不

可欠の一部として、各国の会計基準設定団体及び会計基準設定に関与する地域団体のネット

ワークのメンテナンスを促進すべきであるとし、それぞれの任務の範囲内での機能の遂行に加

えて、各国の会計基準設定団体及び会計基準設定に関与する地域団体は、調査研究の実施、

IASB の優先事項に関するガイダンスの提供、IASB のデュープロセスへの各法域からの利害

関係者のインプットの促進、及び新たに生じている論点の識別を継続すべきであると述べてい

る。（2.2）
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一見すると、単に新たな諮問機関を創設するだけのように思われるが、ASAFの創設は、今

まで米国 FASB や日本のASBJ など主に特定の二国間で行ってきた協議をやめ、新たな諮問

機関に議論の場を移して、多国間の協議にするということを意味している。この背景には

IASB と FASBが共同で進めているMOUプロジェクトのかなりの部分が近いうちに完成を迎

えるということがあると思われるが、見方を変えれば、FASBおよび ASBJ を重視するこれま

での方針を転換するということでもある。

2013年２月に IFRS財団はASAFのメンバーを募集し、３月に IFRS財団はASAFのメン

バーを公表した
11
。ASBJ も FASB も初代のメンバーとして選ばれたが、メンバーは２年後に

見直される予定となっている。その時、IFRS を採用していない国がメンバーから外される可

能性もなくはないであろう。

そして、2013年６月にはWebサイトに、主要 20 か国・地域（G20）のすべての法域とその

他 46の法域における、IFRSsおよび中小企業向け IFRS の適用状況について詳細にまとめた、

66の法域別のプロフィール・ページを開設した
12
。このページでは、IFRS の使用に関して、そ

のまま採用しているのか、変更を加えているのかといった IFRS を使用に関して特定の法域が

どの程度進展しているのかが明らかにされている
13
。

さらに最近では、IOSCOと IFRS のグローバルな一貫した適用を推進する協定に合意した

が
14
、見方によっては IFRS が唯一のグローバルな財務報告基準であることを世界的な機関を

使ってアピールしているともとれるであろう
15
。

このように最近の IFRS財団は、どこかで日米を意識しながらも、日米を特別扱いする必要

はないという姿勢に転換したようにもみられるようになっている。

Ⅲ 米国の姿勢は IFRS適用の先延ばし

米国において IFRS による財務報告が受け入れられることとなったのは、2007年のことで

あった。2007年７月、SECは IASB が公表する IFRS に完全に準拠している場合、米国会計基

準への調整表作成を不要とする規則改正案を公表したのである。そして、12 月には最終規則を

公表し、米国での IFRS受入れが実現することとなった
16
。

2008年 11 月には、SEC は米国企業に対する IFRS の強制適用に関するロードマップを公表

した
17
。そこでは、米国国内の登録企業に対して IFRS を強制適用するかどうかについて、一定

の判断基準に照らして 2011 年に最終決定するということと、IFRS の強制適用を最終的に決定

した場合には、2014年から段階的に適用するということ、さらに一定の要件を満たしている企

業については 2009年 12 月 15日以降の会計期間から任意適用を前倒しして認めるということ

を示していた。だが、SECは 2010 年２月、IFRS強制適用のスケジュールの見直しを示唆する

とともに、2015年までに任意適用を開始する可能性を残しつつも 2009年 12 月 15日以降に始

まる会計期間についての任意適用については撤回する考えを示した
18
。その後 SECは IFRS適

用の判断に向けたワークプランを策定し、IFRS の米国への取り込み方に関する具体的な検討
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を開始することとし、2012 年７月に SECはワークプランの最終報告を公表した
19
。だが、最終

報告においても IFRS適用の方針や方法、時期などについての最終的な結論を示さず
20
、IFRS

はまだ改善の余地があるとした。

その後のFASBと IASB との活動としては、予定どおりのコンバージェンスプログラムを進

めてはいるが、特に大きな進展はない。2013年には新しい SEC委員長が就任したが、特に変

わった点はないようだ。

FASB と IASB との活動が活発であった時期の SEC委員長は IFRS積極論者として知られ

る Christopher Coxであった。Cox委員長は 2009年まで務めたが、2009年１月に大統領が共

和党の George Bush から民主党の Barack Obama に代わり、SEC の委員長も CoxからMary

Schapiro に交代した。Schapiro委員長は少なくとも積極的 IFRS 導入論者ではなかったとい

える。

Schapiro委員長の任期は 2013年まであったが、2012 年の大統領選が終わったら退任するで

あろうというのが大方の見方であり、実際に 12 月 14日付で辞任した。その後はElisse Walter

SEC委員が暫定委員長に指名されたが、年が明けて、Mary Jo White元連邦検事が次期委員長

に指名され、2013年４月に就任した。

White委員長は、2013年５月に行われた投資会社協会（Investment Company Institute：ICI）

の会合で、「グローバル金融システムの規制」と題するスピーチを行い
21
、その中でごく簡単に

IFRS にふれている。氏によれば、米国は 2007年以降外国発行者に IFRS の使用を認めてきて

いるだけでなく、グローバル会計基準の設定に参加してもいる。米国は IFRS の設定に関して

アクティブであるし、会計基準アドバイザリーフォーラムのメンバーでもある。この程度のこ

とを述べてはいるが、それ以上の見解は示していない。

White委員長が IFRS をどのように考えているのかは知る由もないが、連邦地検の元検事正

として米国の法令システムに精通していることから、曖昧さを残す現在の IFRS が米国のシス

テムに馴染むとは考えていないのではないだろうか。とすれば、少なくとも強制適用に関して

は急がないであろうと推測できる。

SEC は 2012 年７月のワークプラン最終報告以降、IFRS に関する公式な報告書等を公表し

ていない。IFRS に関する米国の動向を知るには、関係機関の要人のスピーチから推測するし

かないのかもしれない。

注目すべきスピーチとしては、2012 年 12 月ワシントンで開催された AICPA の年次カン

ファレンスで行われた SEC 主任会計士 Paul A. Beswickのスピーチと、FASB議長 Leslie F.

Seidman のスピーチがある。

2012 年 12 月３日、AICPAの年次カンファレンスで SEC の主任会計士 Paul A. Beswickが

IFRS に言及し、IFRS 組込みの検討は、SECにとって、1930 年代に会計基準を作り上げるため

に民間部門に頼る決定をして以来、最も重要な会計に関する決定となるだろう、と述べるとと

もに、次のステップを決めるために仕事を続けているので待っていてほしいと述べている
22
。

その翌日にはFASB議長 Leslie F. Seidman がスピーチを行い、IFRS との関連で次の３点を
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指摘している
23
。第一に、米国では、明確で、あいまいなところのない会計基準を必要としてい

る。米国市場は公開会社やと公開会社の監査人を厳しく規制しており、米国の財務諸表作成者

は十分に明確な基準を必要としているし、監査人も意見表明のために明確な基準を必要として

いる。第二に、類似の事象・取引であれば各企業が同様な処理となるように厳格に解釈されか

つ適用可能な基準でなければならない。解釈プロセスは透明な方法でなければならないが、そ

れは会計から判断を取り除こうということではなく、原則が意味しているものとは異なる判断

がなされないようにしなければならないということである。第三に、米国の利害関係者は頻繁

に、基準公表後であっても、基準解釈の支援を必要としている。

そして、Seidman は、ときに米国のシステムが極端に詳細な規則に縛られていることを知っ

てもいるし、自身は詳細な規則集を擁護するわけではないが、長期的にみて米国のシステムは

幅広い原則だけでは機能しえないと確信していると述べ、さらに IFRS を米国 GAAPに組み

入れるか、組み入れるならどのように組み入れるのかについての決定は、SECに任された米国

の重要な社会政策問題であるということを指摘している。

一方同じ日にスピーチを行った Hoogervorst IASB議長は、IFRS を財務報告の世界言語と

して定着させてきたが、メキシコとカナダの間にまだ IFRS にコミットしていない国があると、

切り出し、新しく提案された会計基準アドバイザリーフォーラムの創設に関して FASB に重

要なかかわりをもってもらいたいことや、SECが IFRS の採用を決心するのは容易な仕事でな

いことを理解していることを伝えつつ、IFRS はすでにグローバルなインパクトをもっており、

米国の意思決定が遅れても IFRS の地位は揺るがないし、世界中が SECが IFRS への道を描く

ことを期待しているとの認識を示した。そしてなお、米国のリーダーシップのない経済関連の

いかなる基準や組織もないことから、米国と SEC のリーダーシップなしの IFRS は想像し難

いと締めくくった
24
。

2013年９月には、FASB議長 Russell G. Golden が、ニューヨークで開催されたFASBの 40

周年会議でスピーチを行い、2013年の残りと 2014年の FASB の最優先事項は、主要なコン

バージェンス・プロジェクトを完了することであると発言している。この部分だけをとれば、

FASBは IFRS の採用を急いでいるようにも思えるがそうではない。Golden は、FASBにとっ

て第一なのは、財務報告の改善によって米国市場にベネフィットをもたらすことであり、米国

の資本市場に貢献することによって世界に貢献すると述べ、コンバージェンス・プロジェクト

をなるべく早く終了するよう努力するが、米国における財務報告の改善こそが大切であるとの

認識を示している
25
。

これらの３つのスピーチから窺い知れることは、米国は現時点の IFRS を不十分と考え、今

の段階では強制適用は考えていないが、絶対に受け入れないつもりではないと考えているのに

対し、IASB は米国基準が今更グローバル基準として受け入れられることはありえないと確信

しているものの、米国に相手にされなければ IFRS の価値が半減することを熟知して、米国に

決断を促すことが必要だと考えているのではないかということである。

おそらく米国でもいずれ IFRS が採用されるであろうと考えている人々は少なくないのでは
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ないだろうか。だが、米国は IFRS が米国市場に利益をもたらすものとならない限り IFRS の

採用を決定しないという意思と現時点での IFRS は米国市場に寄与しうるものではないとの判

断の上に、IFRS の採用は時期尚早と考えているように思える。

Ⅳ 明確なビジョンを欠いた日本の対応

2010 年２月、SECが 2009年 12 月 15日以降に始まる会計期間について米国企業に認めると

していた IFRS の任意適用を撤回して IFRS適用の意思決定を延期する考えを示して以来、日

本でも IFRS の受け入れに対して消極的な意見が目立つようになってきた。そして、2011 年６

月 21 日、閣議終了後の記者会見で自見庄三郎金融担当大臣が、IFRS の適用の方針について「少

なくとも 2015年３月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であって

もその決定から５∼７年程度の十分な準備期間の設定を行うこと、2016年３月期で使用終了と

されている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする
26
」との見解を表明

してからは、IFRS 採用延期論が力強さを増したように思われる。そして、６月 30 日に行われ

た企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議には自見大臣自らが出席し、冒頭で「そもそも

IFRS の強制適用の決定が行われていないにもかかわらず、適切な準備期間の精査もなされず、

あたかも強制適用は当然の前提であるかのような状況を生じているとすれば、そのことが問

題
27
」であると発言した。また。この会議では、IFRS反対派と目される経営者などを「臨時委

員」として一気に 10人増員し、反 IFRS の方向性の議論が行われた。

それ以降日本での IFRS 導入論は下火になっているが、その一方で、アジア・オセアニアオ

フィスが東京に開設され、また、2012 年の IFRS財団への拠出金で日本が米国を抜いて欧州連

合（EU）政府に次ぐ資金拠出団体となるなど、日本の発言力が強まっているといえる。

実際、IFRS財団の各組織において日本は重要なポストを得ている。評議員会の定員は 22名

であるが、そのうち２名は日本人である。IASBの定員は 16人であるが、１名は日本人であり、

IFRS解釈指針委員会についても定員 14人のうちの１人、IFRS助言会議は 30名以上の委員と

正式オブザーバー３組織で構成されるが（金融庁、米 SEC、EC）委員２名に加えて金融庁が正

式オブザーバーの１つとなっている。モニタリング・ボードは５組織の代表によって構成され

るが金融庁長官がメンバーである。12 年 12 月に開設された IFRS財団アジア・オセアニアオ

フィスのオフィスディレクターも日本人である。さらに、2013年３月に公表された会計基準ア

ドバイザリー・フォーラムのメンバー 12 のうちの１つにASBJ が選ばれている。

IFRS財団の各組織において、これだけ重要なポストを得ているのは米国と日本だけである。

これだけ優遇されているのは、米国で IFRS の導入機運がしぼんでいる中、さらに日本でも導

入機運がしぼめば、IASB は IFRS推進が難しくなるため、どうしても日本をつなぎ留めたい

からと考えざるをえない。

しかしながら、この優遇がいつまで続くのかは定かではない。2013年３月１日、IFRS財団

モニタリング・ボードは、プレスリリースを公表し、モニタリング・ボードの暫定議長を務め
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ていた金融庁の河野正道国際政策統括官を議長として選出するとともに、メンバー評価アプ

ローチについて合意したことを伝えた
28
。そして、モニタリング・ボードのメンバー要件として

該当する市場において IFRS が顕著に使用されていることとされたのである。

一方ではモニタリング・ボード議長に日本人を指名し、他方では IFRS が顕著に使用されて

いなければボードメンバーとして認めるわけにはいかないとしているのであるから、解釈のし

ようによっては、ゆさぶりをかけられているともとれるであろう。

実際はどうなのか知る由もないが、このことによって、日本の IFRS を巡る状況に変化が起

こった。モニタリング・ボードは５つしか席のない重要なポジションである。それを失わない

ためには、IFRS が顕著に使用されていなければならない。とはいえ、2010 年３月 31 日以降に

終了する事業年度から、国際的な財務活動又は事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表

に、IFRS を任意適用することが可能となっていたが、2013年３月末の時点で、IFRS 導入済み

の会社はわずかに８社、導入予定の会社を併せても 30社程度であった
29
。

モニタリング・ボードの席を失わないために、なんとしても IFRS適用会社を増やしたい金

融庁が考えだした策は主に２つある。その１つは IFRS任意適用要件の緩和である。2013年

６月に、企業会計審議会が公表した「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の

方針」
30
（以下「当面の方針」）では、IFRS の任意適用要件を緩和することにより、IFRS を任意

適用する企業数が増加することが見込まれ、国際的にも、IFRS策定への日本の発言力の確保

等に資することになる、と述べられている。

連結財務諸表規則は、第１条の２で以下の要件を満たした会社を「特定会社」と定義し、

IFRS の任意適用を認めている。

イ 発行する株式が金融商品取引所に上場されていること

ロ 有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る

記載を行っていること

ハ 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、当該基準

に基づいて連結財務諸表を適正に作成できる体制を整備していること

ニ 当該会社、親会社、その他の関係会社等が次の要件のいずれかを満たすこと

⑴ 外国の法令に基づき、国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する書類を開示

していること

⑵ 外国金融商品市場の規則に基づき、国際会計基準に従って作成した企業内容等に関す

る書類を開示していること

⑶ 外国に連結子会社（資本金の額が 20億円以上のものに限る）を有していること

これに対して、８月 26日に金融庁が示した改正案はロだけを要件とするというものである
31
。

金融庁によると、2013年５月時点で、IFRS を採用可能な企業は 621社であるが、連結財務諸

表規則の改正により 4061社となる見込みということである。ただし、これはあくまで適用要

件をクリアする会社の数にすぎない。

仮に適用要件をクリアする会社が増加したとしても、会社側が IFRS を適用しようとしなけ
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れば意味はない。IFRS を適用したいとする日本企業は多くない。現在の IFRS には経営者か

らみて好ましくない部分があるからである。そこで、日本企業が適用しやすいように、IFRS

の一部をカーブアウトした日本版 IFRS をつくってしまおうというのがもう一つの策である。

「当面の方針」では日本版 IFRS を「エンドースメントされた IFRS」とよんでいるが、日本版

IFRS が登場すると、市場には選択可能な４つの基準が存在することになり、国際的に単一の

高品質の会計基準を目指す動きに逆行することになる。この点については「当面の方針」は、

「日本基準、米国基準、ピュア IFRS、エンドースメントされた IFRS という四つの基準が並存

することに関して、制度として分かりにくく、利用者利便に反するという懸念があるとの指摘

がある。この点については、IASB に対する意見発信やコンバージェンスに向けた取組み等、

単一で高品質な国際的な会計基準がグローバルに適用される状況に向けての努力は継続される

べきであり、４基準の並存状態は、大きな収斂の流れの中での一つのステップと位置付けるこ

とが適切である」と述べている。だが、そもそもの目的が、利用数を増やすことによってモニ

タリング・ボードのポジションを確保することにあるのだから、大きな収斂の流れの中での一

つのステップと位置付けるのは無理があるように思えてならない。

また、エンドースメントとはいうが、「カーブアウト」の項目が多いと、海外では IFRS と見

なされない恐れもある。日本版 IFRS が適切な会計基準であるとすれば、純正 IFRS の国内使

用を認める必要があるのかという考え方もありうるであろうし、純正 IFRS の使用を認めない

とするくらいであれば、日本版 IFRS を取りやめるほうが適切とも考えられる。

さらに、「当面の方針」は「米国の動向など国際情勢に不確実性が存在することを十分に勘案

する必要がある」と述べているが、これは何を意味するのであろうか。米国の動向とは、米国

が IFRS 採用に関する意思決定を先延ばししていることと思われるが、日本の態度を独自に決

めずに米国がどうするのかを様子見して決めようということであれば、それも情けなくはない

だろうか。明確なビジョンを欠いたその場しのぎの行動は不利益をもたらすことになりはしな

いだろうか。

Ⅴ おわりに

多少誇張を交えていうのであれば、客観的にみて、米国は IFRS をそのまま受け入れような

どという気はないのに対し、IASB は米国と決裂することなく世界基準としての地位を確固た

るものとしようと考えている。もちろん米国はいかにして米国基準を世界化するのかを考えて

いるかもしれない。ただし、米国の一番の関心は IFRS が米国の資本市場にとって役立つもの

かどうかという点にあるように思える。だが、現時点では米国は IFRS が財務報告基準として

十分ではないと考えているのであり、健全な市場を維持するためには米国基準のほうが適切と

考えているようである。他の国々は時代の流れとして財務報告基準の世界一本化は避けえない

ことであるとともに、経済的には合理的なものであるという判断のもとに、多少の難点がある

としても、IFRS を受けいれることが有用と考えているのであろう。
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日本の場合には、財務報告基準４本化を是とするのであるから、そのような考え方とはいい

難い。悪いいい方をすれば、日本は米国追随の日和見主義と一流国意識のもとに、米国が

IFRS を強制適用しないかぎり、日本基準を残したいと考えているということになろう。

今日の時点では、IFRS財団は日本との関係を大切にしているように思える。IFRS財団は

IFRS の採用を促す意味でも、今は日本を優遇したほうがよいと考えて、日本に主要なポスト

を与えているのであろう。だが、米国が IFRS の採用を決め、そして日本も IFRS の採用を決

めた場合には、日本に数少ないポストを割り当てることは必ずしも必要ではない。米国にはそ

れなりのポストを与えるとともにリーダーシップを発揮してもらわなければならないが、日本

を同様に扱う必要はない。日本は世界第３位の経済大国ではあるが、だからといって日本を優

遇しなければならない必然性はない。日本は米国並みの影響力をもっているわけではない。し

かも、同じ地域に世界第２位の経済大国が存在するのである。

たしかに、IFRS財団の主要なポストを押さえておけば IFRS に対する発言力や発信力が高

く保てることは確かであろう。ただし、IFRS を使用している圧倒的多数の法域は IFRS財団

の重要なポストをもっていない。それでも IFRS が高品質の一組のグローバルな財務報告基準

であるならば、ポストがあるなしに拘らず、IFRS を受け入れるべきであるし、実際多くの国は

受けいれている。そのことは日本にだって可能なはずである。また、ポストを押さえていない

からといって、IFRS に対して発言できないわけではない。もちろん、アジア・オセアニアに割

り当てられるポストの数を考えれば、日本が０になることはありえない。

それでも、なおポストが欲しくてしょうがないのが日本である。特に、５席しかないモニタ

リング・ボードやアジア・オセアニア枠４の IASB、アジア・オセアニア枠３の会計基準アドバ

イザリーフォーラムのポストは是が非でも死守したいポストのようである。だが、そのポスト

は必ずしも発言力確保のためだけとは考えにくい。常にアジアの中では特別な存在でいたいの

が日本だからである。

その点はさておき、ポスト確保のために日本版 IFRS をつくるというのであれば、それはい

かがなものかといわざるをえない。日本版 IFRS をつくるだけでなく、米国基準の容認廃止も

延期されるが、そもそも米国基準がなぜ認められるのか根拠はあいまいというべきであるし
32
、

IFRS に移行する際には米国基準の適用容認をやめるというのが、どのような根拠であったの

かもはっきりしていない。１市場に国内基準、IFRS、米国基準という３基準が存在することに

なれば混乱をきたすという理由でしか説明できない。そうであるならば、１市場に国内基準、

IFRS、日本版 IFRS、米国基準という４基準が存在することなど到底許されるものではない。

また、モニタリング・ボードのポストを失ったからといって、将来の基準設定において不利

益を被るわけではない。仮にモニタリング・ボードのポストを得ていない国が将来の基準設定

において不利益を被るとするならば、80 か国
33
を超える IFRS 採用国のほとんどが不利益を被

ることになる。また不利益というのも何が不利益なのか。日本企業にとって好ましくない基準

が採用されること、あるいは日本企業にとって好ましくない基準の採用を阻止できないことな

のであろうか
34
。
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たしかに、IFRS が本当に高品質の基準であるのかを疑問視する人々は大勢いる。筆者も

IFRS が本当に優れているのかという点については疑問をもっている。IFRS がよい基準では

ないから採用しないというのであれば、それはそれでよしとすべきである。だが、その場合に

は、米国の動きを見て決めるのではなく、自らの信念のもとに決めなければならない。１市場

に４基準を持ち込もうとしている現在の状況では、明確な主張は感じられない。むしろ日本は

迷走しているといわなければならないだろう。
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